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【一斉受付期間】【一斉受付期間】【一斉受付期間】【一斉受付期間】    令和元年１１月１日（金）～１１月２２日（金）令和元年１１月１日（金）～１１月２２日（金）令和元年１１月１日（金）～１１月２２日（金）令和元年１１月１日（金）～１１月２２日（金）    

 

【受付場所】 子育て支援課、市役所各支所、各保育所 

 

【受付時間】 市役所は、午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで 

（土・日・祝日除く）  

保育所は、各開所時間内にお願いします。 

 

※一斉受付期間に申し込みをしていない方で、年度途中に保育が必要となった

場合、利用定員に空きがあれば、利用開始希望月の前月の１０日（閉庁日の

場合は翌開庁日）までにお申し込みいただけます。 
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はじめにはじめにはじめにはじめに    

保育所は、保護者の就労などのため、家庭で保育のできない保護者に代わって保育する

施設で、すべての子どもが無条件に入所できる施設ではありません。南丹市内には、８か

所の公立保育所があります。（私立の保育所、認定こども園はありません。） このページ

は、保育所入所について、特に大切な情報を掲載しています。 

 

１．入所をするには

１．入所をするには１．入所をするには

１．入所をするには 

保育所の入所については、申請書及び必要書類を期日までに、子育て支援課、市役所各支 

所、および各保育所にご提出ください。必要書類については、世帯の状況に応じて異なり 

ます。 

 

２．入所の申

２．入所の申２．入所の申

２．入所の申し

しし

し込み締切と流れ

込み締切と流れ込み締切と流れ

込み締切と流れについて

についてについて

について 

  

 

令和２年度中（令和２年４月１日～令和３年３月３１日の間）の入所を希望される 

方（令和２年度の途中入所が必要であると分かっている方を含む）は、一斉受付期間内 

に申し込みをしてください。 

※申し込みができるのは、南丹市に居住（住民登録等）し、実際に生活をしている家庭の 

 子どもです。（転入予定の方も申請可） 

①  

  

 申請

申請申請

申請 

【一斉受付期間】令和

令和令和

令和元

元元

元年１１月１日（

年１１月１日（年１１月１日（

年１１月１日（金

金金

金）～１１月２２日（

）～１１月２２日（）～１１月２２日（

）～１１月２２日（金

金金

金）

））

） 

 【受付場所】子育て支援課、市役所各支所、各保育所 

 【受付時間】市役所は、午前８時３０分から午後５時１５分まで（土・日・祝日除く）  

保育所は、各開所時間内にお願いします。 

※一斉受付期間に申し込みをしていない方で、年度途中に保育が必要となった場合、利用

定員に空きがあれば、利用開始希望月の前月の１０日（閉庁日の場合は翌開庁日）まで

にお申し込みいただけます。 

     

 

  

 ②

②②

② 

  

 認定審査及び利用施設の調整

認定審査及び利用施設の調整認定審査及び利用施設の調整

認定審査及び利用施設の調整 

  

 

  ・保育所を利用するには、入所要件の「家庭において児童の保育を必要とする状態」であ

るかの認定を受けることが必要となります。 

・認定をされた児童について、利用施設の希望にしたがって保育所を決定しますが、利用

希望者が受入可能人数を超える場合は、各世帯の状況により市にて利用調整を行い（面

接をする場合もあります）、入所者を選考します。 

 ※定員の都合により、希望保育施設に入所できないことがあります。 

 

 ③

③③

③ 

  

 結果の通知

結果の通知結果の通知

結果の通知 

  

 

  ・入所承諾もしくは入所保留を通知します。 

   ※保護者の就労時間などを考慮して、保育時間が決定されます。 

   ※保育料は、世帯の所得に基づき決定されます。 

幼児教育・保育の無償化により 3～5 歳児の保育料は０円です。 
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■南丹市内公立保育所一覧 

 

施設名 

所在地 

（電話番号） 

定員数

（人） 

※施設全体 

受入対象児の年齢 

土曜保育

の 

有無 

園

部

町

内

 

園部保育所 

園部町木崎町下ヲサ 

４６番地 

（0771-62-0427） 

150 1 歳児～5 歳児 

城南保育

所で合同 

実施 

城南保育所 

園部町城南町中井 

５０番地 

（0771-62-1400） 

150 

0 歳児（満 6 か月～） 

～5 歳児 

※

※※

※R2

R2R2

R2 年度は

年度は年度は

年度は 

  

 

1

11

1 歳児

歳児歳児

歳児の

のの

の 

  

 

新規受付はなし

新規受付はなし新規受付はなし

新規受付はなし 

八

木

町

内

 

八木中央保育所 

（八木中央幼児学園 長時部） 

八木町西田河原篠 

４２番地 

（0771-42-5189） 

130 1 歳児～5 歳児 

八木東保

育所で 

合同実施 

八木東保育所 

（八木東幼児学園） 

八木町北屋賀焼石 

8 番地 3 

（0771-42-4377） 

60 

0 歳児（満 6 か月～） 

～5 歳児 

日

吉

町

内

 

日吉中央保育所 

日吉町保野田垣ノ内 

11 番地・12 番地 1 合地

（0771-72-0212） 

90 

0 歳児（満 6 か月～） 

   ～5 歳児 

日吉中央

保育所で

合同実施 

胡麻保育所 

日吉町胡麻中野辺谷 

73 番地 

（0771-74-0052） 

90 1 歳児～5 歳児 

美

山

町

内

 

みやま保育所 

美山町島島台 

５３番地 

（0771-75-0133） 

90 

0 歳児（満 1 歳～） 

   ～5 歳児 

有 

知井保育所 

美山町中勘定 

７番地 

（0771-77-0047） 

30 1 歳児～5 歳児 有 
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１１１１．．．．認定認定認定認定についてについてについてについて    

 保育所を利用するには、保護者の就労等により、保育を必要とする認定（給付認定）を受け

ることが必要です。 

  

（１）認定区分 

保護者が教育・保育のどちらを希望するのか、また、子どもの年齢によって３つの区分に

認定されます。 

  ■認定区分 

認定区分 年齢 保育の必要性 利用できる施設 

１号認定 3～5 歳 なし 幼稚園 

２号認定 3～5 歳 あり 保育所 

３号認定 0～2 歳 あり 保育所 

 

■令和２年度 入所児童年齢表 

区分 生年月日 

０歳児 令和２年度中に１歳になる児童・満６か月以上児 

1 歳児 平成３０年４月２日～平成３１年４月１日 

2 歳児 平成２９年４月２日～平成３０年４月１日 

３歳児 平成２８年４月２日～平成２９年４月１日 

４歳児 平成２７年４月２日～平成２８年４月１日 

５歳児 平成２６年４月２日～平成２７年４月１日 

 

（２）保育の必要性の認定・保育必要量の認定 

  保育認定を受けられるのは、保護者の方すべてが、保育必要性のいずれかの事由に該当す

る場合であって、子どもを家庭で保育することが困難な場合です。また、保護者の状況によ

り、利用可能時間が「保育標準時間（1 日最長 11 時間）」か「保育短時間（1 日最長 8 時間）」

のどちらかに決まります。 

※利用可能時間を超える場合には、延長保育を利用することができます。 

 

   

 

 

      

      

延長① 保育標準時間利用として可能な時間帯（最長 11 時間） 

延長① 延長② 保育短時間利用として可能な時間帯（最長 8 時間） 延長③ 

※延長①・③ 延長保育要申請（有料 1 回 200 円） 

※延長②   延長保育要申請（無料） 

保育所の最長開所時間 

■南丹市が定める利用時間（平日保育所利用）     ≪詳細ページ→9≫ 
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■保育所を利用できる事由・保育必要量の区分  

 

保育の必要性の事由（※期間） 保育必要量区分 

就労 

月４８時間～119 時間労働することを常態とし

ている場合（下限基準例：１日４時間×週３日） 

保育短時間 

月１２０時間以上労働することを常態としている

場合（下限基準例：１日６時間×週５日） 

保育標準時間 

妊娠 

出産 

妊娠中及び出産後間がない場合 

※産前６週間前にあたる日から出産日より８週間を 

経過する日の翌日が属する月の末日まで 

保育標準時間 

疾病・負傷 

障がい 

保護者が病気や障がいのため保育が困難な場合 

保育短時間 

（原則） 

同居親族の常時の

介護・看護 

同居親族（長期間入院をしている親族を含む）の

方を常時介護・看護している場合 

介護等を必要と

する時間によっ

て認定 

災害復旧 

震災、風水害、火災などの復旧にあたっている場

合 

保育標準時間 

継続的な求職活動 

仕事を探している場合 

※効力発生日から90日を経過する日が属する末日まで

の期間 

保育短時間 

就学・職業訓練 

大学や職業訓練校、専門学校などに通っている場合 

※卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの

期間 

保育短時間 

育児休業取得時の 

継続利用 

育児休業取得時に、既に保育を利用している子ど

もがいて、継続利用が必要である場合 

保育短時間 

虐待やＤＶのおそ

れがある場合 

虐待または配偶者からの暴力により、保育が困難

な場合 

保育標準時間 

その他 

前項に類して市長が認める場合 

必要な時間 
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２２２２．．．．利用申利用申利用申利用申しししし込込込込みにみにみにみに必要必要必要必要なななな提出書類提出書類提出書類提出書類についてについてについてについて    

  次の書類をご提出ください。 

＊書類の様式は、南丹市役所ホームページ「のびのびなんたん」からも印刷が可能です。 

 

◆すべての方に必要な書類 

①給付認定申請書兼認定内容確認票 

子ども 1 人につき 1 部必要 

②保育施設及び保育事業利用希望申込書 

（保育所入所申込書） 

③マイナンバー関係書類（個人番号提供書） ２人以上の子どもの申請をする場合は 1 部 

 

◆保護者の状況ごとに必要な書類 

※すべての保護者分が必要です。 

※入所時点で同敷地内に満 64歳以下の祖父母がいる場合についても必要書類をご提出くだ 

さい。 

 

保護者の状況 

提出書類 

市指定の様式 添付書類 

会社等にお勤めの方 

（常勤・パート・内職・自営専従者など） 

就労証明書 

・シフト制など不規則な勤務の場

合はシフト表など 

・派遣社員の場合は、派遣会社（派

遣元）の証明 

自営の方（自営業・農業・起業準備） 

就労状況（予定）申告書 

・事業開始届等、自営がわかる客

観的書類 

・農業の場合は農業委員等の証明 

育児休業が終了し、仕事に復職する方 

就労証明書 

＊復職年月日欄あり 

＊復職後翌月末までに「復職証明

書」を提出してください。 

育児休業中の方 

就労証明書 

＊育休取得期間欄あり 

 

妊娠・出産（産前６週間・産後８週間の期間） 

保育必要性の申立書 

（その他用） 

母子手帳のコピー 

（表紙と分娩予定日記載のペー

ジ） 

保護者が病気又は心身に障がいがある場合 

保育必要性の申立書 

（疾病・負傷・障がい用） 

・診断書（家庭保育が困難である

ことがわかるもの） 

・身体障害者手帳、精神障害者保

健福祉手帳、療育手帳のコピー

（等級及び本人の氏名、生年月

日、住所の記載のあるもの） 
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保護者が同居親族の方を介護・看病を常時

している場合 

保育必要性の申立書 

（介護・看護用） 

・介護を受けている方の診断書 

（常時介護や看護が必要である

旨の記載があるもの） 

災害の復旧に当たっている場合 

保育必要性の申立書 

（就学・災害復旧用） 

り災証明書 

仕事を探している場合 求職活動状況申告書 

求職中であることが分かるもの

（ハローワークカード等） 

保護者が大学や職業訓練学校、専門学校な

どに通学している場合 

保育必要性の申立書 

（就学・災害復旧用） 

在学証明書及びカリキュラム 

虐待やＤＶのおそれがある場合 

保育必要性の申立書 

（その他用） 

児童相談所などからの証明 

その他 

保育必要性の申立書 

（その他用） 

個別に指示する書類、証明書 

 

 

◆児童の状況に必要な書類 

子どもが病気又は心身に障がいがある場合 

・診断書 

・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育

手帳のコピー（等級及び本人の氏名、生年月日、住所

の記載のあるもの） 

 

 

◆マイナンバー関係書類について 

 マイナンバー制度の導入に伴い、保育施設入所の手続きにおいて、保護者の方のマイナンバ

ーの提出が必要となりましたので「個人番号提供書」に記載の上、

「個人番号提供書」に記載の上、「個人番号提供書」に記載の上、

「個人番号提供書」に記載の上、子育て支援課以外の窓口に

子育て支援課以外の窓口に子育て支援課以外の窓口に

子育て支援課以外の窓口に

提出される場合は、

提出される場合は、提出される場合は、

提出される場合は、確認書類の写し

確認書類の写し確認書類の写し

確認書類の写し等

等等

等を貼付し、

を貼付し、を貼付し、

を貼付し、指定の封筒に入れ

指定の封筒に入れ指定の封筒に入れ

指定の封筒に入れ、

、、

、封をした状態で提出して

封をした状態で提出して封をした状態で提出して

封をした状態で提出して

ください。

ください。ください。

ください。 

  

 

  

 

 

◆保育料等の算定に必要な書類  

①

①①

① 平成３１年１月１日時点の住所が南丹市の方は、提出不要です。ただし、市民税が未申告

の方は、判定が行えません。必ず申告をしてください。（配偶者控除の対象者は不要） 

②

②②

② すべての保護者分を合算して算定をします。なお、祖父母等がお子さんを扶養していると

認められる場合には、祖父母等にも書類を提出いただくことがあります。 

③

③③

③ 生活保護受給中の方は、生活保護受給証明書または生活保護受給者証のコピーを添付して

ください。 

④

④④

④ 平成３１年 1 月１日現在、他市町村に住民登録をされている方は、マイナンバーによる

情報連携で課税状況を照会するため、特に課税状況がわかる資料の提出は不要です。ただ

し、マイナンバーで課税状況が確認できない場合は、後日連絡をしますので、次の表中の

書類を添付してください。（すべての保護者分※配偶者控除になっている方は提出不要） 
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（ⅰ） 

給与所得のみの方（給与から市府民税

が天引されている方） 

令和元年度市府民税の特別徴収税額通知書 

（ⅱ） 自営業・個人納付の方 

令和元年度市府民税納税通知書 

（表紙・税額・明細部分のコピー） 

（ⅲ） 海外勤務の方 

海外に居住しており市民税情報のない方は、海

外勤務期間中の所得額等を、市民税相当額とし

て算定し保育料等を算定します 

（ⅳ） （ⅰ）～（ⅲ）以外の方・紛失した方 

令和元年度市町村民税課税証明書、もしくは 

非課税証明書 

（平成３１年１月１日時点の住民登録地発行） 

 

 

◆注意事項 

 ≪提出時の注意事項≫ 

 ①必要書類は、所定の期日までに必ず提出してください。提出がない場合や、期日を過ぎてか

ら提出された場合、決定等に反映されないことがあります。場合によっては、申請却下また

は、利用調整において減点の対象となることがあります。 

②提出書類の内容に虚偽があった場合、決定等を取り消すことがあります。 

 

≪申請後の注意事項≫ 

①保育所入所の申請後、入所の必要がなくなった場合には、必ず子育て支援課に連絡の上、「取

下げ書」を提出してください。 

 ②申請後に、世帯状況（子どもや保護者の氏名や住所、世帯員の増減、保護者の転職、離職

等）の変更があった場合は、必ず子育て支援課にお申し出ください。 

 

３３３３．．．．利用調整利用調整利用調整利用調整についてについてについてについて    

  入所申込者数が定員を超えた場合は、各世帯の状況を指数（ポイント）化し、入所者を選

考します（利用調整）。面接を行う場合もありますので、その際はご連絡します。 
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４４４４．．．．保育施設保育施設保育施設保育施設のののの保育時間保育時間保育時間保育時間についてについてについてについて    

 月曜～金曜 

通常保育の時間帯 

（保育標準時間認定） 8 時 00 分～19 時 00 分の 11 時間 

（保育短時間認定） 8 時 30 分～16時 30 分の 8 時間 

土曜保育の時間帯 

8 時 30 分～12 時 00 分（一般的利用） 

8 時 00 分～13 時 30 分（延長あり） 

※休所日は、日曜、祝日、振替休日、年末年始等です。 

※気象警報、特別警報の発表により安全な保育が実施できないと判断した場合は、臨時休所する場合が

あります。 

※入所後１週間程度のならし保育期間があります。ならし保育から保育料は必要です。 

〔延長保育について〕 

  保護者のやむを得ない事情により、認定された保育必要量（時間）を超えて保育が必 

 要となる場合に、延長保育を利用することができます。（入所決定後の申込み） 

 

５５５５．．．．保育料保育料保育料保育料についてについてについてについて    

 保育料（利用者負担額）は、子どもの年齢と、所得に応じて保護者の市町村民税所得割額

保護者の市町村民税所得割額保護者の市町村民税所得割額

保護者の市町村民税所得割額に

よって決定されます。保育料算定の基準額は、子どもの保護者（父母もしくは父母以外の扶養義

務者の方）の市町村民税の所得割額の合算額となります。 

＊当該年度の市町村民税所得割額は、前年１月～１２月の収入状況に基づき決定されます。 

令和元年 令和２年 

4月 5 月 6月 7月 8 月 

9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

「令和元年度」市民税 

（平成 30 年 1 月 1 日～12 月 31 日までの所得） 

「令和 2 年度」市民税 

（平成 31 年 1 月 1 日～令和元年 12 月 31 日までの所得） 

※保育料は期限内に納付ください。納期限を過ぎると延滞金が発生します。また、督促後にも納められな

い場合は、給与の差し押さえを行うことがあります。 

※保育施設の運営には、お子さんの健康と安全を守るため、給食費や人件費等多くの経費が必要です。南

丹市では国の定める基準より保育料を低額に設定し、保護者の負担軽減を図っています。保護者から納

付いただく保育料が重要な財源となりますので、期限内の納付にご協力ください。 

※納付方法は原則、口座振替でお願いします。保育所の入所が決まりましたら口座振替の方法等の案内を

行いますので手続きをお願いします。 
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６６６６．．．．保育所保育所保育所保育所をををを利用利用利用利用していないしていないしていないしていない子子子子どもをどもをどもをどもを対象対象対象対象としたとしたとしたとした事業事業事業事業（（（（一時預

一時預一時預

一時預かり

かりかり

かり）

））

） 

  

 

  南丹市内に居住し、保育所等の利用をしていない子どもを対象とし、保護者の方の仕事や

病気等により、断続的（週 3 日以内）、または緊急・一時的（２週間以内）に保育を必要とす

る場合や、育児負担の軽減のために保育を必要とする場合に預かります。 

  ※保育所ごとに実施内容が異なります。 

  ※一時保育利用申込書を各保育所に提出してください。 

実施保育所 種別 対象年齢・利用時間 

八木中央保育所 

（八木中央幼児学園 長時部） 

継続的に行う預かり 

（週３日以内） 

一時保育開始日現在 

満１歳から就学前まで 

（月曜～金曜） 

８時３０分～１６時３０分 

※延長保育の利用可（料金別） 

緊急・一時的な預かり 

（２週間以内） 

園部保育所 

城南保育所 

八木東保育所 

日吉中央保育所 

胡麻保育所 

みやま保育所 

知井保育所 

緊急・一時的な預かり 

（２週間以内） 

当該年度の４月１日現在 

満１歳から就学前まで 

（月曜～金曜） 

８時３０分～１６時３０分 

〔利用料〕※年齢については、利用年度の４月１日現在の年齢を適用する。 

  〇３歳未満児 １日あたり １，８００円（半日あたり １，０００円） 

  〇３歳以上児 １日あたり １，５００円（半日あたり ８００円） 

 

 

７７７７．．．．他市町村他市町村他市町村他市町村のののの施設施設施設施設入所入所入所入所をををを希望希望希望希望されるされるされるされる場合場合場合場合（（（（広域入所広域入所広域入所広域入所）））） 

  

 

 事情により、南丹市外の施設への入所を希望される場合も、利用申し込みは南丹市に提出し

てください。入所申し込みを受けた後、入所申込先の市町村と協議を行います。 

 ※入所申し込み先の市町村の承諾がなければ入所できません。 

 

■実施基準 

 ①保護者の勤務状況により、南丹市内の保育所では児童の送迎に無理が生ずる場合 

 ②入所申込先の市町村に祖父母等の家族が所在し、その家族の援助を必要とする場合 

 ③自宅が行政境にあり、隣接市町村の保育所を希望する場合 
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●南丹市立保育所保育料等徴収金基準額表 

２

２２

２号認定

号認定号認定

号認定（

（（

（3

33

3 歳以上児

歳以上児歳以上児

歳以上児 

  

 ※

※※

※満

満満

満 3

33

3 歳

歳歳

歳に

にに

に達

達達

達する

するする

する日

日日

日の

のの

の翌日以後

翌日以後翌日以後

翌日以後の

のの

の最初

最初最初

最初の

のの

の 4

44

4 月

月月

月 1

11

1 日

日日

日から

からから

から）

））

） 

  

 

保育料徴収金基準額（月額） ０円※１ 副食費 ４，５００円※２ 

※１ 令和元年 10月より 3歳以上児は、幼児教育・保育の無償化のため、0円となっています。 

   ３歳以上児より副食費が必要になります。副食費は、日割りはありません。 

※２ 次の場合、副食費は免除です。 

① 年収 360 万円未満相当（市民税 57,700 円未満）の世帯の子ども 

② 全所得階層の第 3子以降の子ども（多子の数え方には条件があります。） 

 ・市民税所得割 57,700 円以上～169,000 円未満：満１８歳未満（※）の子どもから数えて、３人目以降の

子ども（※18歳に達する以降最初の 3月 31日までの間を含む。） 

・市民税所得割 169,000 円以上～ 就学前児童の範囲で、上から３人目以降の子ども 

 

 
 

３

３３

３号認定

号認定号認定

号認定（

（（

（3

33

3 歳未満児

歳未満児歳未満児

歳未満児 

  

 ※

※※

※満

満満

満 3

33

3 歳

歳歳

歳に

にに

に達

達達

達する

するする

する日以後

日以後日以後

日以後の

のの

の最初

最初最初

最初の

のの

の 3

33

3 月

月月

月 31

3131

31 日

日日

日まで

までまで

まで）

））

） 

  

 

各月初日の入所児童の 

属する世帯の階層区分 

保育料徴収金基準額（月額） 

国・京都府の減免制度によ

り適用される内容 

階層区分 

定義 

保育標準時間 

保育料 

保育短時間 

保育料 

Ａ 
生活保護世帯 ０円 ０円 - 

Ｂ 
市民税非課税世帯 

０円 ０円 - 

Ｃ１ 
市民税所得割非課税世帯 

８，０００円 ７，８００円 
 

Ｃ２ 

市民税所得割の額が 

8,000 円未満 

１０，０００円 ９，８００円 

Ｃ３ 

市民税所得割の額が 

8,000 円以上 48,600 円未満 

１１，０００円 １０，８００円 

Ｄ１ 

市民税所得割の額が 

48,600 円以上 52,700 円未満 

１２，６００円 １２，３００円 

Ｄ２ 

市民税所得割の額が 

52,700 円以上 56,400 円未満 

１４，０００円 １３，７００円 

Ｄ３ 

市民税所得割の額が 

56,400 円以上 64,300 円未満 

１８，０００円 １７，６００円 

第２子 

半額 

 

＊同一世帯内

において 2 人

の児童が入所

している場合 

 

 

 

 

 

 

第３子以降 

無料 

 

多子カウン

ト年齢制限

あり 

(18 歳になる

年度まで) 

 

Ｄ４ 

市民税所得割の額が 

64,300 円以上 75,200 円未満 

２４，５００円 ２４，０００円 

Ｄ５ 

市民税所得割の額が 

75,200 円以上 97,000 円未満 

２９，６００円 ２９，０００円 

Ｄ６ 

市民税所得割の額が 

97,000 円以上 112,200 円未満 

３２，５００円 ３１，９００円 

Ｄ７ 

市民税所得割の額が 

112,200 円以上 147,000 円未満 

３６，０００円 ３５，３００円 

Ｄ８ 

市民税所得割の額が 

147,000 円以上 169,000 円未満 

３９，０００円 ３８，３００円 

Ｄ９ 

市民税所得割の額が 

169,000 円以上 211,100 円未満 

４１，０００円 ４０，３００円 
 

第３子以降 

無料 

 

＊同一世帯

内において 3

人以上の児

童が入所し

ている場合 

Ｄ１０ 

市民税所得割の額が 

211,100 円以上 264,500 円未満 

４３，０００円 ４２，２００円 

Ｄ１１ 

市民税所得割の額が 

264,500 円以上 301,000 円未満 

４５，０００円 ４４，２００円 

Ｄ１２ 

市民税所得割の額が 

301,000 円以上 

４６，０００円 ４５，２００円 

※ 多子カウントの対象…保護者と生計を一にしていることが条件です。必ずしも同居を必要とはしていません。 

※ ３歳未満児は保育料の中に給食副食費を含みます。 

 
 

57,699円以下 

第２子半額 

  第３子以降無料 

57,700円以上 
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●南丹市立保育所〈ひとり親世帯、障がい児（者）のいる世帯〉保育料徴収金基準額表 

・3号認定（3歳未満児 ※満3歳に達する日以後の最初の3月31日まで） 

 

階層区分 

（表面参照） 

保育料徴収金基準額（月額） 

国・京都府の 

減免制度により 

適用される内容 

保育標準時間保育料 保育短時間保育料 

Ｂ ０円 ０円  

Ｃ１ ４，０００円 ３，９００円 

第２子 

以降無料 

Ｃ２ ５，０００円 ４，９００円 

Ｃ３ ５，５００円 ５，４００円 

Ｄ１ ６，３００円 ６，１５０円 

Ｄ２ ７，０００円 ６，８５０円 

Ｄ３ ９，０００円 ８，８００円 

Ｄ４ ９，０００円 ９，０００円 

Ｄ５ 

（７７，１０１円未満） 

９，０００円 ９，０００円 

※  D５階層の一部（世帯の市民税所得割課税額が77,101円以上）を超える世帯は、 

「南丹市立保育所保育料徴収金基準額表」を適用します。 

 

【その他の減免制度】 

在宅障がい児（者）のいる世帯で、D5階層の一部（世帯の市民税所得割課税額が77,101円以上）からD12階層の世帯における

保育料については、「南丹市立保育所保育料徴収金基準額表」に定める保育料徴収金基準額の1/2になる場合があります。 

 

 

～～～～下記下記下記下記にににに該当該当該当該当するするするする方方方方についてはについてはについてはについては、、、、保育保育保育保育料料料料のののの負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減ががががありますありますありますあります～～～～    

減免対象世帯（１）生活保護等世帯 （２）ひとり親世帯 （３）在宅障がい児（者）のいる世帯  

（４）第３子以降の通所児童がいる世帯 

  

 

※（３）の方は、身体障害者手帳、療育手帳、特別児童扶養手当の証書の写しを添付が必要です。 

 

～～～～    未婚未婚未婚未婚のひとりのひとりのひとりのひとり親親親親をををを寡婦等寡婦等寡婦等寡婦等にみなすにみなすにみなすにみなす特例特例特例特例    ～～～～    

内閣府令改正により、未婚のひとり親※について、特定教育・保育施設等の利用者負担上限に係る市町村民税所得割の算定に当

たっては、地方税法上の寡婦（寡夫）控除が適用されるものとみなすことが決まりました。該当される方は子育て支援課まで申出

ください。※婚姻によらないで母（父）となった女子（男子）であって、現に婚姻（事実婚を含む）をしていないもの 
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保育所入所手続き保育所入所手続き保育所入所手続き保育所入所手続き    QQQQ＆＆＆＆AAAA    

 

 

Q１ 認定が受けられない場合がありますか？ 

  ・2 号、３号認定については、就労時間等により保育を必要とする事由に該当しない場合は、受けられな

いことがあります。 

 

Q２ 保育利用時間の認定は変更できますか？ 

  ・就労時間等の要件を満たしていれば保育短時間認定から標準時間認定へ変更可能です。就労証明書等の

必要書類と記載事項変更届を提出ください。申請された翌月から変更です。 

 

Q３ 今は仕事をしていませんが、働き始めたいです。申し込みはできますか？ 

  ・求職の事由で申込みはできます。ただし入所の承諾期間は 3 か月です。その期間に就労先を見つけてい

ただき、就労証明書等で確認できた場合は、継続入所が可能です。 

 

Q４ 育児休業中でも入所できますか？ 

  ・育児休業中の新規入所はできません。育児休業の終了翌日からの入所希望で申込みください。 

 

Q５ 就労での入所中に育児休業することになりました。利用中の子どもは退所ですか？ 

  ・育児休業を取得され、1 年以内の復帰の場合は、既に利用中のお子さんも継続入所が可能です。 

  ・育児休業を 1 年以上取得される場合は、利用中のお子さんが 0 歳～2 歳児の場合は、出生児童が 1 歳を

迎える前日の属する月末まで継続入所が可能です。 

  ・育児休業を 1 年以上取得される園部・八木地域保育所利用中のお子さんが 3 歳児の場合は、出生児童が

9 月までに 1 歳の誕生日を迎える場合は 9 月末まで利用可能です。出生児童が１０月以降に 1 歳の誕生

日を迎える場合は 3 月末まで利用可能です。 

  ・育児休業を 1 年以上取得される園部・八木地域保育所利用の 4歳～5 歳児、日吉・美山地域保育所利用

の 3 歳～5 歳児の場合は、継続利用が可能です。 

  ・生まれたお子さんの育児休業が終了する予定日で、保育所入所申請をし、保留となった場合は、既に利

用中のお子さんについて一定期間の継続利用が可能です。 

 

Q６ 祖父母が同居していても保育所の申込みはできますか？ 

  ・申し込みは可能ですが、６４歳以下の祖父母については就労証明書等の書類を提出してください。 

 

Q７ 母親が出産のため産前産後の期間だけ入所しましたが、引き続き利用できますか？ 

  ・既定の期間が過ぎると入所資格がなくなりますので利用できません。 
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Q８ 仕事を辞めました。保育所は退所しなくてはいけませんか？ 

  ・仕事を辞められ、その他に保育所入所の要件がない場合は、退所となります。ただし次の仕事を探すと

いう場合は求職を事由に３か月の継続入所は可能です。 

 

Q９ 南丹市以外の市町村に居住していますが、南丹市内の保育所に入所できますか？ 

  ・南丹市内の保育所に入所できるのは、南丹市内に居住し住民登録されている児童です。申込み時には他

市町村に登録されていても、入所までに転入予定の場合は申し込みを受付します。 

 

Q１０ 離婚等によりひとり親家庭になりましたが、保育料はかわりますか？ 

  ・離婚や婚姻、転居等の理由により申請時と家庭の状況に変更があった場合は、すみやかに保育所または

子育て支援課で手続きをしてください。申請の内容によって、保育料が変更になる場合があります。保

育料の変更は申請された翌月分から反映します。 

 

Q１１ 転職して仕事が変わりました。届出は必要ですか？ 

  ・就労証明書を新たに提出してください。 

  ・転職していなくても、就労の時間や場所等に変更がある場合は再度提出をお願いします。 

 

 

☆保育所の利用について、わからないことがあればお気軽に子育て支援課までお問合せください。 

 

 

■南丹市子育て支援課  

（南丹市福祉事務所内） 

 〒622-8651 南丹市園部町小桜町47番地 ＴEL  0771-68-0017 

                          FAX  0771-68-1166 


